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指名停止措置の概要

１．指名停止措置業者名

業 者 名 住 所

株式会社フューチャースタンダード 東京都台東区台東４－８－７

２．指名停止措置期間

令和５年１０月３１日 から 令和５年１１月３０日 まで（１ヶ月）

３．指名停止措置の範囲

四国地方整備局管内

４．事実概要

(株)フューチャースタンダードは、徳島河川国道事務所発注の「令和５年度 徳島管内映像蓄積装

置製造」（令和５年９月８日開札）の入札において、調査基準価格を下回る金額で入札したため、発

注者より予算決算及び会計令第８６条に基づく調査通知（以下、「低入札価格調査」という。）を受

けた。

その後、当該者出席のもと低入札価格調査が行われたが、その際に発注者が示した機器の仕様及び

他の要件の一部を満たしていなかったことが確認され、令和５年１０月４日付けで以降の調査には協

力できない旨の申出書が提出された。

５．指名停止措置理由

「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」第１条の規定に準用され

る「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第２第１５号及び「地方整備局（港湾空港関

係）所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第２第１５号に該当する。

＜措置要領 別表第２＞

措 置 要 件 期 間

（不正又は不誠実な行為）

15 別表第１及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な 当該認定をした日から

行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 １ヵ月以上９ヵ月以内

＜問い合わせ先＞

国土交通省 四国地方整備局

高松市サンポート３－３３ TEL ０８７－８５１－８０６１（代）

（定時以降は ０８７－８１１－８３０３）

総務部契約課長 半田 達也 （内線２５１１）

総務部経理調達課長 岡本 隆章 （内線６３１１）

○総務部契約課課長補佐 森﨑 貴司 （内線２５１２）


